
ごみ減量活動に実績のある NPO 法人 泉京・垂井と連携し、２月５日から町内７地区で「ごみの減量及

び粗大ごみ収集方法等に関する説明会」を開催しました。泉京・垂井から「まちのごみを宝にかえる」と

いう表題でごみ減量について、住民課環境衛生係からは「粗大ごみの収集方法等の見直し」についてそれ

ぞれ説明を行いました。 

「粗大ごみの収集方法等の見直し」については、見直しを検討している背景や現段階での見直しの方向

性等について説明し、各地区のみなさまから貴重なご意見をいただきました。 

今後、２月２７日に「第２回廃棄物減量等推進協議会」を開催し、各地区説明会の結果を委員に報告し、

現段階での方向性等について協議を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月のデジアナ変換放送終了に伴い、アナログテレビの不法投棄が懸念されます。不法投棄をされます

と廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２５条の規定により「５年以下の懲役若しくは１０００万円以下

の罰金又はその両方」が科せられます。不法投棄は絶対してはいけません。テレビの処分については裏面

を参考にしてください。また、自分の土地や近所で不法投棄がされないよう、目を光らせましょう。 

 

※デジアナ変換放送はアナログテレビでデジタル放送が視聴できるケーブルテレビ 

局が実施しているサービスです。サービスの詳細については最寄りのケーブルテレ 

ビ局にお尋ねください。 
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不法投棄にご注意を！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

２月 ５日 宮代地区（宮代公民館） 

   ６日 合原地区（合原公民館） 

   ９日 府中地区（府中地区まちづくりセンター） 

  １２日 岩手地区（岩手公民館） 

  １３日 東地区（東公民館） 

  １９日 表佐地区（表佐公民館） 

  ２０日 垂井地区（中央公民館） 

●粗大ごみ収集方法等の現段階での方向性● 

説明会でお話しした、現在検討している内容です。 

① 処理手数料の有料化。金額については近隣市町を参考に今後検討を行う。 

② 収集方法の見直し。現在、ごみステーションで収集しているものをエコドーム又はクリーンセンター

での拠点収集と戸別収集（個人宅前等で収集）の併用。 

２月９日府中公民館 ２月１３日東公民館の様子 

※今号より名称を「ごみ減量推進員だより」から「ごみ減量推進だより」に変更します。 
回覧 

 

 



不用となった特定家電品(テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫)は、特定家庭用

機器再商品化法(家電リサイクル法)の規定によりリサイクルが義務づけられています。町では収集及び

運搬ができないため、各個人で処分をお願いします。 

処分方法 

 

 

 

 

 

処分者が負担する費用 

①、②についてはリサイクル料金＋収集運搬料金 

③についてはリサイクル料金 

    

 

 

 

                                 http://www.rkc.aeha.or.jp/text/r_price.html 

◎最寄りの指定取引所◎ 

 

特定家電品は適正に処分を 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 住 所 電 話 

（株）斉藤商店 揖斐郡大野町大字加納字六反田西１３３０－１０ 0585-34-3855 

佐川急便（株）岐阜営業所 各務原市大野町７丁目１１５番地 058-380-0786 

西濃運輸（株）岐阜支店 岐阜市柳津町流通センター３－１－１ 058-279-2229 

布団、廃タイヤのリサイクル回収を行います 

 と き  ： 3 月 1５日（日）  

午前９時から１１時 

 ところ  ： エコドーム 駐車場 

 詳細は広報３月号をご覧ください。 

ごみ収集のお知らせ（３月・４月） 

４月２９日（水・祝）は、すべてのごみ収集を行

いません。 

 

  

 

 

インフォメーション 
 

「雑草、落ち葉」堆肥化講座を開催 

 長年堆肥づくりに取り組んできた講師が、経験に

基づいて実践的な方法を伝えます。 

と き ３月２７日（金） 

     午後１時３０分から  

 ところ エコドーム 学習室 

 申込先 住民課 環境衛生係 

 

 

 

 

① 同じ品目を買い替える場合 新しい商品を買うお店が引き取ります。 

② 廃棄だけしたい場合 その商品を買ったお店が引き取ります。 

③ 買った店が遠い、既にない、分からない場合 

（ご自分で持ち込みする場合） 

郵便局で家電リサイクル券を購入のうえ、指定引取場所

（下記表をご覧ください）へ直接搬入してください。 

 

家電リサイクル法の

ルールでリサイクル 

「エコクッキング」を開催 

 エコロジーでエコノミーなクッキングスタイルを調

理しながら学びます。 

と き  ３月２３日（月） 午前１０時から 

 ところ  保健センター ２階調理室 

 持ち物  エプロン、材料費 200 円 

 申込先  住民課 環境衛生係 

 申込期限 ３月１６日（月） 

 

一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターホームページより 

※家電リサイクル料金は、メーカー、製品、大きさで異なりま

す。詳しくは http://www.rkc.aeha.or.jp/text/r_price.html

をご覧ください。 


